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１ 報告書の目的 

本報告書は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」という。）第 34 条第

６項の規定に従い、告示（「電気通信事業法第 34 条第１項及び電気通信事業法施行規則（昭和

60 年郵政省令第 25 号。以下「施行規則」という。）第 23 条の９の２第１項の規定に基づき、他

の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定す

る件」（平成 14 年２月７日総務省告示第 72 号））において指定された当社の第二種指定電気通

信設備※の接続に関する会計の基準、計算の結果その他法令に定められた事項を広く一般に公

表するために作成し、接続料の適正且つ円滑な算定に資することを目的としております。 

 ※「第二種指定電気通信設備」については、「第四部  参考情報 ４ 用語解説」をご参照ください。 

 

【参考】 

■事業法第 34 条第６項 

 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通

信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定

める事項を公表しなければならない。 

 

２ 根拠法令等 

本報告書は、以下の法令の規定に基づいて作成しております。 

  ・電気通信事業法 

   （昭和 59 年法律第 86 号） 

  ・第二種指定電気通信設備接続会計規則 

   （平成 23 年３月 31 日総務省令第 24 号。以下「二種接続会計規則」という。） 

３ 会計処理の基準 

（１）事業会計規則に基づく会計（財務会計）との関連 

   当社は、電気通信事業会計規則（昭和 60 年４月１日郵政省令第 26 号。以下「会計規則」

という。）に定める基準に従って会計を整理し、事業年度における財政状態及び経営成績を

明らかにしております。（以下「財務会計」という。） 

二種接続会計規則に基づく会計（以下「接続会計」という。）は、財務会計で整理された電

気通信事業にかかる費用、収益を、移動電気通信役務収支表の役務の種類に適正に区分し

て整理するものであります。 

また、財務会計においては発生しない移動電気通信役務と移動電気通信役務以外の電気通

信役務との取引については、振替によって整理を行っております。 

（２）その他（第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備の接続に関す

る会計の整理に係る重要な変更等） 

該当事項はありません。 

４ 接続会計財務諸表の構成 

（１）  貸借対照表 

    二種接続会計規則第４条の規定により準用する会計規則第５条前段の規定に従って作成し

ております。 

（２）  損益計算書 

    二種接続会計規則第４条の規定により準用する会計規則第５条前段の規定に従って作成

しております。 

 （３） 個別注記表 

    二種接続会計規則第５条の規定により別表第一に定める個別注記表を作成しております。 
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 （４） 役務別固定資産帰属明細表 

取得価額 

役務の種類毎に整理した設備区分別の取得価額を記載しております。 

減価償却累計額 

役務の種類毎に整理した設備区分別の減価償却累計額を記載しております。 

帳簿価額 

役務の種類毎に整理した設備区分別の帳簿価額を記載しております。 

 （５） 移動電気通信役務収支表 

営業収益 

役務の種類毎に整理した営業収益を記載しております。 

営業費用 

役務の種類毎に整理した営業費用を記載しております。 

営業費 

 役務の種類毎に整理した営業費を記載しております。 

運用費 

 役務の種類毎に整理した運用費を記載しております。 

施設保全費 

 役務の種類毎に整理した施設保全費を記載しております。 

共通費 

 役務の種類毎に整理した共通費を記載しております。 

管理費 

役務の種類毎に整理した管理費を記載しております。 

試験研究費 

 役務の種類毎に整理した試験研究費を記載しております。 

減価償却費 

 役務の種類毎に整理した減価償却費を記載しております。 

固定資産除却費 

 役務の種類毎に整理した固定資産除却費を記載しております。 

通信設備使用料 

役務の種類毎に整理した通信設備使用料を記載しております。 

租税公課 

役務の種類毎に整理した租税公課を記載しております。 

営業利益 

役務の種類毎に整理した営業利益を記載しております。 

 

５ 計算結果証明報告の紹介 

二種接続会計規則第 11 条の規定に従い、接続会計財務諸表が二種接続会計規則に基づいて適

正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の調査を受け、「第二部 計

算結果証明報告」に収録した監査報告書を受領しております。 

 

６ 第３条第１項ただし書の許可事項 

  該当事項はありません。 
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第二部 計算結果証明報告 

 

 

 

  



5 

 

 

 

１ 責任範囲 

２ 証明の基準 

３ 計算結果証明 

 

    

上記について、次の通り会計監査人からの監査報告書を受領しております。 

なお、貸借対照表、損益計算書及び個別注記表については、第 42期事業年度の計算書類として、接続会計に準拠

して会社法第 436条第２項第１号の規定に基づき、監査法人から監査報告書を受領しております。当社ホームペ

ージの事業報告書及び個別注記表をご参照ください。 

 

https://www.kddi.com/corporate/ir/ir-library/business-report/  
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2026年6月25日 

KDDI株式会社 

取 締 役 会 御 中 

PwC Japan有限責任監査法人 

東京事務所 

 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 岩  瀬  哲  朗 

   

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 野   村   尊   博 

   

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 島  袋  信  一 

   

 
指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 鈴   木   海   航 

 

 

監査意見 

当監査法人は、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23 年総務省令第 24 号）（以下「第二種接続会計規則」

という。）第11条の規定に基づき、KDDI株式会社の第42期事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

の役務別固定資産帰属明細表、移動電気通信役務収支表及びそれらの注記（以下「明細表及び収支表」という。）につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の明細表及び収支表が、全ての重要な点において、第二種接続会計規則及び同規則第9条の規定

により総務大臣に提出する資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類（以下

「配賦整理書」という。）に準拠して作成されているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「明細表及び収支表の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

強調事項－明細表及び収支表作成の基礎 

『明細表の注記事項1. 役務別固定資産帰属明細表の作成基準及び注記事項2．電気通信役務に関連する固定資産の配

賦基準、並びに収支表の注記事項 1.移動電気通信役務収支表の作成基準及び注記事項 2．電気通信役務に関連する費用

及び収益の配賦基準』に記載されているとおり、明細表及び収支表は、KDDI株式会社が第二種接続会計規則及び同規

則第9条の規定により総務大臣に提出する配賦整理書に準拠して作成されており、したがって、それ以外の目的には適

合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

その他の事項 

KDDI株式会社は、上記の明細表及び収支表のほかに、2026年3月31日をもって終了する事業年度について、会社

法及び金融商品取引法の規定に基づき我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した計算書類

及びその附属明細書並びに財務諸表をそれぞれ作成しており、当監査法人は、これらに対して、2026年5月15日に会

社法の規定に基づく監査報告書を、2026年6月25日に金融商品取引法の規定に基づく監査報告書を発行している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した明細表及び収支表を含む接続会計報告書及び配賦整理書に含まれる情報のうち、明細

表及び収支表並びにその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ



7 

 

る。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。 

当監査法人の明細表及び収支表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

明細表及び収支表の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と明細表及び収支表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、

また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

明細表及び収支表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、第二種接続会計規則及び同規則第9条の規定により総務大臣に提出する配賦整理書に準拠して明細

表及び収支表を作成することにある。また、明細表及び収支表の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが状況に照

らして受入可能なものであるかどうかについて判断することにある。経営者の責任には、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない明細表及び収支表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

明細表及び収支表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき明細表及び収支表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

明細表及び収支表の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、明細表及び収支表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から明細表及び収支表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、明細表及び収支表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。 

・  明細表及び収支表の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として明細表及び収支表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において明細表及び収支

表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する明細表及び収支表の注記事項が適切でない場合は、

明細表及び収支表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・  明細表及び収支表の表示及び注記事項が、第二種接続会計規則及び同規則第9条の規定により総務大臣に提出する

配賦整理書に準拠しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
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第三部 接続会計財務諸表 
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１．貸 借 対 照 表 

事業者名 ＫＤＤＩ株式会社 

(2026 年３月 31 日現在)    

（単位：百万円） 
科 目 金 額 科 目 金 額 

（ 資 産 の 部 ）   （ 負 債 の 部 ）   

 Ⅰ 固定資産  (4,729,340)  Ⅰ 固定負債  (1,958,830) 

 Ａ 電気通信事業固定資産  (1,939,068) １． 社債  940,000 

 (1) 有形固定資産  (1,586,480) ２． 長期借入金  934,000 

１． 機械設備 2,705,537  ３． 退職給付引当金  2,526 

 減価償却累計額 2,259,059 446,477 ４． ポイント引当金  16,094 

２． 空中線設備 977,256   ５． 完成工事補償引当金  4,745 

 減価償却累計額 727,940 249,316 ６． 資産除去債務  20,248 

３． 端末設備 8,105   ７． 役員株式報酬引当金  2,645 

 減価償却累計額 6,985 1,120 ８． その他の固定負債  38,572 

４． 市内線路設備 241,124       

 減価償却累計額 208,327 32,797     

５． 市外線路設備 94,495    Ⅱ 流動負債  (1,874,563) 

 減価償却累計額 90,536 3,959 １． １年以内に期限到来の固定負債  329,879 

６． 土木設備 69,293   ２． 買掛金  102,983 

 減価償却累計額 55,108 14,185 ３． 短期借入金  670,640 

７． 海底線設備 43,370   ４． 未払金  514,502 

 減価償却累計額 40,738 2,632 ５． 未払費用  10,203 

８． 建物 448,318   ６． 未払法人税等  113,191 

 減価償却累計額 296,178 152,140 ７． 契約負債  36,951 

９． 構築物 95,699   ８． 前受金  25,529 

 減価償却累計額 79,020 16,679 ９． 預り金  21,309 

10． 機械及び装置 2,754   10． 賞与引当金  17,133 

 減価償却累計額 2,428 326 11． 役員賞与引当金  345 

11． 車両 3,346   12． 資産除去債務  893 

 減価償却累計額 3,171 175 13． 契約損失引当金  27,686 

12． 工具、器具及び備品 100,898   14． 災害による損失引当金  443 

 減価償却累計額 79,067 21,831 15． その他の流動負債  2,878 

13． 土地  269,583    

14． 建設仮勘定  375,259 負 債 合 計  (3,833,393) 

 (2) 無形固定資産  (352,588)     

１． 海底線使用権  206     

２． 施設利用権  48,643     

３． ソフトウェア  291,235     

４． 借地権  1,429     

５． のれん  10,995     

６． その他の無形固定資産  80     

 Ｂ 附帯事業固定資産  (73,614)     

 (1) 有形固定資産 43,099      

    減価償却累計額 26,865 16,233     

 (2) 無形固定資産  57,381     
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（単位：百万円）  

科 目 金 額 科 目 金 額 

   （ 純  資  産  の  部 ）   

 Ｃ 投資その他の資産  (2,716,657) Ⅰ 株主資本  (3,649,733) 

１． 投資有価証券  257,369 １． 資本金  141,852 

２． 関係会社株式  1,806,556 ２． 資本剰余金  (305,676) 

３． 出資金  14 (1) 資本準備金 305,676  

４． 関係会社出資金  5,742 (2) その他資本剰余金 -  

５． 長期貸付金  3 ３． 利益剰余金  (4,025,105) 

６． 関係会社長期貸付金  125,167 (1) 利益準備金 11,752  

７． 長期前払費用  372,170 (2) その他利益剰余金   

８． 繰延税金資産  111,054  固定資産圧縮積立金 668  

９． その他の投資及びその他の資産  52,624  特別出資積立金 3,712  

 貸倒引当金  △14,042  別途積立金 3,645,434  

Ⅱ 流動資産  (2,813,671)  繰越利益剰余金 363,539  

１． 現金及び預金  111,329 ４． 自己株式  △822,900 

２． 売掛金  1,992,977 Ⅱ 評価・換算差額等  (59,885) 

３． 未収入金  327,885 １． その他有価証券評価差額金  59,885 

４． 貯蔵品  105,851 純 資 産 合 計  (3,709,618) 

５． 前渡金  1,694    

６． 前払費用  70,984     

７． 関係会社短期貸付金  194,692    

８． その他の流動資産  87,073    

 貸倒引当金  △78,814    

       

資 産 合 計  7,543,011 負 債 ・ 純 資 産 合 計  7,543,011 

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 
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２．損 益 計 算 書 

事業者名 ＫＤＤＩ株式会社 

( 2025 年４月 １日から 
2026 年３月 31 日まで )   

（単位：百万円） 

科           目 金             額 

 Ⅰ 電気通信事業営業損益    

(1) 営業収益   2,406,334 
(2) 営業費用    

１． 営業費  463,939  

２． 運用費  9  

３． 施設保全費  321,061  

４． 共通費  1,970  

５． 管理費  98,248  

６． 試験研究費  24,224  

７． 減価償却費  363,493  

８． 固定資産除却費  11,580  

９． 通信設備使用料  372,665  

10． 租税公課  45,573 1,702,763 

 電気通信事業営業利益   703,571 
 Ⅱ 附帯事業営業損益    

(1) 営業収益   1,502,145 
(2) 営業費用   1,549,900 

 附帯事業営業損失   47,754 

 営業利益   655,817 
 Ⅲ 営業外収益    

１． 受取利息  7,627  

２． 受取配当金  144,704  

３． 為替差益  14,953  

４． 雑収入  23,555 190,839 

 Ⅳ 営業外費用    

１． 支払利息  13,064  

２． 社債利息  8,395  

３． 雑支出  3,489 24,948 

 経常利益   821,707 
 Ⅴ 特別利益    

１． 投資有価証券売却益  4,633  

２． 関係会社株式売却益  7,918  

３． 補助金収入  2,754  

４． その他  437 15,742 

 Ⅵ 特別損失    

１． 投資有価証券売却損  1,744   

２． 投資有価証券評価損  2,817   

３． 関係会社株式評価損  10,165   
４． 貸倒引当金繰入額  29,998   
５． 固定資産圧縮損  2,754   
６． その他  120 47,598 

 税引前当期純利益   789,852 

 法人税、住民税及び事業税   207,294 

 法人税等調整額   △8,461 

 当期純利益   591,019 
  

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 
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３．個 別 注 記 表 

事業者名 ＫＤＤＩ株式会社 

( 2025 年４月 １日から 
2026 年３月 31 日まで ) 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

市場価格のない株式以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

機械設備 主として定率法 

機械設備を除く有形固定資産 定額法 

 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

機械設備 ９年 

空中線設備、建物、市内線路設備、構築物、工具器具及び備品 

５年～42年 

 

無形固定資産 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年～10年）に基づく定額法によってお

ります。 

 

リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

 

長期前払費用 定額法 

  

３．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末

において発生していると認められる額を計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

基準によっております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年以内）による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 
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ポイント引当金 

将来の「au Ponta ポイントプログラム」等、一部のポイントサービスの利用による費用負担に備えるため、利用実

績率に基づき翌事業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。 

 

完成工事補償引当金 

引渡しを完了した海底ケーブル建設工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、保証期間の無償補償見積額に基づき計

上しております。 

 

役員株式報酬引当金 

取締役・執行役員・理事に対する当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基

づき計上しております。 

 

賞与引当金 

従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

 

役員賞与引当金 

役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。 

 

契約損失引当金 

将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計上しております。 

 

災害による損失引当金 

令和６年（2024 年）能登半島地震により被害を受けた資産の復旧等に要する見積額を計上しております。 
 

４．収益の計上基準 

 当社における主要な収益認識基準は、以下のとおりであります。 

 (1) 移動通信サービス 

当社の収益は、主にモバイル通信サービスにおける収益と携帯端末販売における収益から構成されております。当社

は、お客さまと直接または代理店経由でモバイル通信サービス契約を締結している一方で、携帯端末を主として代理

店へ販売しております。 

モバイル通信サービスにおける収益は、主に月額基本使用料及び通信料収入（以下「モバイル通信サービス収入」）

と契約事務等の手数料収入からなります。モバイル通信サービス収入及び契約事務等の手数料収入は、お客さまに対

して契約に基づいたサービスを提供することによって履行義務が充足されると判断し、サービス提供時点で定額料金

及び従量課金に基づき認識しております。また、通信料金の割引については、毎月のモバイル通信サービス収入から

控除しております。 

モバイル通信サービス収入にかかる取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。 

携帯端末販売における収益（以下「携帯端末収入」）は、お客さま、または代理店に対する携帯端末及びアクセサリ

ー類の販売収入から構成されております。 

上記取引の商流としては、当社が代理店に対して携帯端末を販売し、代理店を通じてお客さまと通信契約の締結を行

うもの（以下「間接販売」）と、当社がお客さまに対して携帯端末を販売し、直接通信契約の締結を行うもの（以下

「直接販売」）からなります。それぞれの収益の認識基準は以下のとおりであります。 

携帯端末収入については、代理店等に販売後、概ね翌月に受領しております。 

①  間接販売 

間接販売において、当社が代理店に販売した端末を販売する責任及び在庫リスクは代理店が有していることから、

当社は、代理店を本人として取り扱っております。そのため、携帯端末収入は、携帯端末の支配が当社から代理

店に移転し、履行義務が充足したと考えられる携帯端末の代理店への引き渡し時点で、収益を認識しております。

また、代理店に対して支払う手数料の一部は、代理店へ携帯端末を販売した時点で携帯端末収入から控除してお

ります。 
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② 直接販売 

直接販売の場合、携帯端末収入、モバイル通信サービス収入等は一体の取引であると考えられるため、契約を結

合の上、単一の契約として会計処理しております。取引の合計額を携帯端末及びモバイル通信サービスの独立販

売価格の比率に基づき、携帯端末収入及びモバイル通信サービス収入に配分しております。携帯端末収入に配分

された金額は、携帯端末販売時に、モバイル通信サービス収入に配分された金額は、お客さまにサービスを提供

した時点で、履行義務が充足されたと判断し、収益として認識しております。 

なお、間接販売、直接販売のいずれの場合も、契約事務手数料収入及び機種変更手数料収入は、別個の履行義務とは

認識することなく、通信サービスと合わせて１つの履行義務として認識し、契約時は契約負債として繰り延べられ、

重要な更新オプションが存在する期間にわたり収益として認識しております。 

これらの取引の対価は契約時に前受けする形で受領しています。 

また、モバイル通信サービス収入の請求額に応じて、お客さまへポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プ

ログラムについては、将来の解約等による失効部分を反映したポイントの見積利用率を考慮して算定された交換され

る特典の独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、お客さまがポイントを使用し、財またはサービスの支配

を獲得した時点で、履行義務を充足したと考えられるため、当該時点において、収益を認識しております。 

 

 (2) 固定通信サービス 

固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービス収入、データ通信サービス収入、FTTHサービス収入、関連

する初期工事費用収入からなります。 

上記のうち、初期工事費用収入を除いた収入に関するサービスについては、お客さまに対して契約に基づいたサービ

スを提供することが履行義務であり、サービスを提供した時点において履行義務が充足されると判断し、サービス提

供時に収益計上しております。また、初期工事費用収入は、解約率に基づく見積平均契約期間にわたり、収益を認識

しています。 

これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。 

 

 (3) 付加価値サービス 

付加価値サービスにおける収益は、主に情報料収入、債権譲渡手数料収入、広告掲載料収入、代理店手数料収入、電

力収入等からなります。情報料収入は当社が単独または他社と共同で運営するウェブサイト上でお客さまに対して提

供したコンテンツの会員収入であり、コンテンツサービスを一定期間にわたって提供し経過期間に応じて履行義務が

充足されます。債権譲渡手数料収入は、コンテンツプロバイダー（以下「CP」）の債権を、当社が通信料金と合わせ

てCPの代わりにお客さまから回収するため、CPから債権を譲り受けることに対する手数料収入であり、当社がその債

権を譲り受けた時点において履行義務が充足されます。電力収入は、電力の小売りサービスにおける収入であり、電

力サービスを提供した時点において履行義務が充足されます。これらの収入については、お客さまとの契約に基づい

て識別された履行義務が時の経過またはお客さまにサービスを提供した時点に基づいて充足されるため、個々の契約

内容に基づき、サービス提供期間にわたって収益を認識しております。 

当社は、仲介業者または代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあ

たり、収益をお客さまから受け取る対価の総額で表示するか、またはお客さまから受け取る対価の総額から第三者に

対する手数料その他の支払額を差し引いた純額で表示するかを判断しております。これらの判断にあたっては、当社

が契約の当事者として財またはサービスの提供に主たる責任を有しているか、在庫リスクを負っているか、価格決定

権を有しているか等を総合的に勘案しております。ただし、総額または純額、いずれの方法で表示した場合でも、営

業利益及び当期純利益に影響はありません。主に、債権譲渡手数料収入、広告掲載料収入、代理店手数料収入のサー

ビスにおいて、当社は、契約等で定められた料率に基づいて手数料を受け取るのみであり、価格決定権は無く、また、

コンテンツサービスを行うプラットフォームを提供するのみであるため、当該サービスについて、お客さまに移転さ

れる前に、当社がサービスを支配しておりません。そのため、当社は仲介業者または代理人として位置付けられるこ

とから、純額で表示しております。 

これらの取引の対価は、履行義務の充足後、概ね１ヶ月から３ヶ月以内に受領しております。 

 

 (4) ソリューションサービス 

ソリューションサービスにおける収益は、主に機器販売サービス、エンジニアリングサービス、マネージメントサー

ビスからなります（以下「ソリューションサービス収入」）。ソリューションサービス収入は、履行義務が充足され

るお客さまに納品もしくはサービスを提供した時点で、お客さまから受け取る対価に基づき収益を認識しておりま

す。 
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これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。 

 

 ５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

  繰延資産の処理方法 

社債発行費 

   支出時に全額費用処理しております。 

 

（会計上の見積りに関する注記） 

 関係会社株式及び関係会社貸付金の評価 

(1) 当事業年度計上額 

    当事業年度の貸借対照表に計上した金額は以下であります。 

 （単位：百万円） 

関係会社株式 1,806,556 

関係会社長期貸付金 125,167 

関係会社短期貸付金 194,692 

 

（2）その他の情報 

  市場価格のない関係会社株式は、取得価額と実質価額とを比較し、関係会社株式の発行会社の財政状態の悪 

 化により株式の実質価額が50％程度以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、おおむね５年 

 以内の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、関係会社株式評価損を計上しております。 

  実質価額に超過収益力を加味する場合には、将来の事業環境について合理的に予測可能な範囲で最善の見積 

 りを行い、経営者によって承認された事業計画に基づき、超過収益力の減少の有無を検討し、それを踏まえて 

 実質価額の著しい低下の有無を判断しております。なお当社は、その際、将来キャッシュ・フローを現在価値 

 に割引いて算出し、超過収益力の減少の有無を検討しており、異なるタイプの収益予想とそれに対する売上原 

 価、販売費及び一般管理費等のコストの変動予想に基づいた事業計画、成長率、及び税引前割引率を主要な 

 仮定として設定しております。 

  今後の状況の変化によって上記の主要な仮定が変更された場合、翌事業年度以降の計算書類において重要な 

 影響を与える可能性があります。 

  当事業年度においては、関係会社株式評価損10,165百万円を特別損失に計上しております。 

 

  また、関係会社に対する貸付については、事業計画等を基礎として個別に回収可能性を検討し、回収不能見 

 込額を貸倒引当金として計上することとしております。 

  将来の各関係会社を取り巻く様々な環境の変化により業績が著しく悪化した場合には、翌事業年度の財務諸 

 表に重要な影響を与える可能性があります。 

  当事業年度においては、ビッグローブ株式会社が債務超過であることから、同社への関係会社短期貸付金 

 98,308百万円について貸倒引当金の計上が必要と判断し、債務超過の程度等を考慮して貸倒引当金繰入額 

 26,548百万円を特別損失に計上しております。 

     上記の他に、3,450百万円の貸倒引当金繰入額を特別損失へ計上しております。 

 

（誤謬の訂正に関する注記） 

当社の連結子会社であるビッグローブ株式会社及び同社の子会社であるジー・プラン株式会社（以下、併せて「本件

子会社」）の広告代理事業に関し、本件子会社の社員により不適切な取引が行われていた疑いが確認されたことに伴

い、事実関係やその原因等を明らかにするために、専門性及び客観性のより高い調査を実施する必要があると判断し、

2026年１月14日付で外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。当社は特別調査委員

会より調査報告書を受領し、本件子会社の広告代理事業に関し、架空循環取引の不適切な取引が行われていたことが認

められました。 

当該誤謬の訂正による累積的影響額は当事業年度の期首の純資産の帳簿価額に反映しております。なお、当該訂正に

際しては、架空循環取引に関する事項の他、訂正の原因となった事象を計算書類に反映した結果として影響を受ける事

項、過年度において重要性が乏しいため訂正を行っていない事項も併せて訂正しております。 

この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が 50,091 百万円減少しております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

関係会社株式 768百万円 

（注）持分法適用関連会社である鹿児島メガソーラー発電株式会社の当事業年度末における金融機関借入金 

   残高5,204百万円に対して、同社株式を担保に供しております。 

 

２．偶発債務 

(1) 卸電力売買契約等に対する保証 6,506百万円 

(2) 事業所等賃借契約等に対する保証 5,815百万円 

(3) 銀行保証に対する連帯保証等 744百万円 

 

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

長期金銭債権 125,198百万円 

短期金銭債権 517,711百万円 

長期金銭債務 191百万円 

短期金銭債務 663,246百万円 

 

４．固定資産の圧縮記帳額 

工事負担金等による圧縮記帳累計額 17,253百万円 

 

５．貸出極度額の総額及び貸出実行残高 

 当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、関係会社との間で資金支援及び余資預りを 

行っております。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりであります。 

貸出極度額の総額 359,243百万円 

貸出実行残高 172,894百万円 

未実行残高 186,349百万円 

 なお、上記業務は、関係会社の財政状態と資金繰りを勘案し、実行しております。 

 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社との取引高 

関係会社に対する営業収益 378,006百万円 

関係会社に対する営業費用 602,777百万円 

関係会社に対する営業取引以外の取引高 235,267百万円 

 

２．貸倒引当金繰入額 29,998百万円 

  ビッグローブ株式会社への関係会社短期貸付金に対し、貸倒引当金繰入額26,548百万円を 

  特別損失に計上しております。 

      上記の他に、貸倒引当金繰入額 3,450 百万円を特別損失へ計上しております。  
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  （単位：百万円） 

繰延税金資産 賞与引当金 6,114 

 貸倒引当金繰入超過額 27,530 

 ポイント引当額 5,527 

 未払費用否認額 237 

 減価償却費超過額 31,125 

 資産除去債務 6,659 

 固定資産除却損否認額 1,298 

 棚卸資産評価損否認額 1,346 

 未払事業税 6,099 

 減損損失否認額 9,016 

 前受金否認額 1,759 

 関係会社株式評価損 41,087 

 その他 27,553 

繰延税金資産合計  165,352 

   

繰延税金負債 退職給付引当金 △21,062 

 その他有価証券評価差額金 △27,533 

 資産除去債務に対応する除去費用 △2,073 

 企業結合における交換利益 △1,497 

 その他 △2,133 

繰延税金負債合計  △54,298 

繰延税金資産の純額  111,054 

 

（注）当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す 

   る取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人 

   税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。 

 

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社は、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達

しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な必要資金は銀行借入やコマーシャル・

ペーパーにより手当てしております。デリバティブ取引は実需に伴う取引に限定して実施することを原則とし、売買

益を目的とするような投機的な取引は一切行わない方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である売掛金、未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しては

当社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としてお

ります。 

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、それらは業務上の関係を有する企業

の株式がほとんどであり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。 

 営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。こ

れらの営業債務などの流動負債はその決済時において流動性リスクにさらされますが、当社では毎月資金繰計画を見

直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。 

 借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資及び投融資に係る資

金調達であります。また、借入金に関しては、営業取引に関わる資金を除き、長期借入金（固定金利）で調達してお

り、適時に資金繰計画を作成・更新することにより管理しております。 
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(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより当該

価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注）２参照）。 

 また、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品については、注記を省略しています。 

 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1) 投資有価証券    

その他有価証券 185,763 185,763 - 

(2) 関係会社株式 94,910 267,207 172,297 

(3) 関係会社長期貸付金（※１） 146,966 146,818 △148 

(4) 有価証券 12,723 12,723 - 

(5) 敷金保証金 38,022 31,979 △6,043 

(6) 売掛金 1,992,977   

(7) 未収入金（※２） 341,927   

貸倒引当金（※３） △28,751   

 2,306,153 2,306,153 - 

(8) 関係会社短期貸付金（※４） 172,894   

貸倒引当金（※５） △64,105   

 108,788 108,788 - 

資産計 2,893,325 3,059,430 166,105 

(9) 社債（※６） 1,010,000 975,586 △34,415 

(10) 長期借入金（※６） 1,096,000 1,052,527 △43,473 

負債計 2,106,000 2,028,113 △77,887 
  

※１. 流動資産に含まれている、１年以内に期限の到来する関係会社長期貸付金を含めております。 

※２. 固定資産に含まれている、長期未収入金を含めております。 

※３．売掛金及び未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。 

※４．流動資産に含まれている、１年以内に期限の到来する関係会社長期貸付金を除いております。 

※５. 関係会社短期貸付金に係る貸倒引当金を控除しております。 

※６. 流動負債に含まれている、１年以内に期限の到来する社債及び長期借入金を含めております。 
 
 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

(1) 投資有価証券、(2) 関係会社株式、(4)有価証券 

    これらの時価については、有価証券（投資信託）は基準価額によっており、株式は取引所の価格によって 

    おります。 

(3) 関係会社長期貸付金 

    元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており 

    ます。 

(5) 敷金保証金 

   敷金保証金については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローの残存期間に対応する国債の利回 

  り等により割り引いた現在価値によって算定しております。 

(6) 売掛金、(7) 未収入金、(8) 関係会社短期貸付金 

これらは短期間で決済される性格のものであることから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該

帳簿価額によっております。なお、売掛金については、信用リスクを個別に把握することが極めて困難なため、

貸倒引当金を信用リスクと見做し、時価を算定しております。 
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(9) 社債、(10) 長期借入金 

 社債時価については、市場価格を基に算定する方法によっております。長期借入金の時価については 

 元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によって 

 おります。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件と 

 なっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳簿価額によっております。 

 

（注）２．市場価格のない金融商品 
 

区 分 貸借対照表計上額（百万円） 

投資有価証券  

非上場株式等 71,606 

関係会社株式  

非上場株式等 1,711,646 

関係会社出資金 5,742 
 

 

 

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 

  関係会社長期貸付金 21,799 55,213 69,954 

 

 

（注）４．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 

  社債 

  長期借入金 

70,000 

162,000 

640,000 

581,000 

300,000 

353,000 

合計 232,000 1,221,000 653,000 

 

 

３．金融商品の時価等に関する事項 

   連結計算書類における「金融商品の公正価値に関する事項」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。 

 

（持分法損益に関する注記） 

関連会社等に対する投資の金額 621,027百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 715,022百万円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 39,890百万円 

 

（注）上記、持分法を適用した場合の投資の金額及び持分法を適用した場合の投資利益の金額は、会社計算規則 

第 120 条の規定に基づき、指定国際会計基準に準拠したものです。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要株主等 
 

         (単位：百万円） 

種類 
会社等の名 
称または氏
名 

所在地 
資本金
または
出資金 

事業の内容 
議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

主要株主
（会社
等） 

京セラ株式
会社 

 

京都府 
京都市 

115,703 電子部品・
電気機器の
製造販売 

被所有 
直接14.8％ 

業務資本提
携 

自己株式の
取得 
（注１） 

249,291 ― － 
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主要株主
（会社
等） 

トヨタ自動
車株式会社 

愛知県 
豊田市 

635,402 
 

自動車の製
造販売 

 

被所有 
直接9.5％ 

 

業務資本提
携 
 

自己株式の
取得 
（注１）
（注２） 

99,716 ― － 

 

 

２．子会社及び関連会社等 
 

         (単位：百万円） 

種類 
会社等の名 
称または氏
名 

所在地 
資本金
または
出資金 

事業の内容 
または職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 
 
 
 
 
 
 

中部テレコ 
ミュニケー 
ション株式 
会社 
 
 

愛知県 
名古屋市 
 
 
 
 

38,816 
 
 
 
 
 
 

中部地方に
おける電気
通信事業
（固定通信
サービス） 

 

所有 
直接80.9％ 

 
 
 
 

資金の援助 
役員の兼任 
 
 
 
 

資金の返済
（注３） 
 
 
 
利息の支払 

9,818 
 
 
 
 

742 

関係会社 
長期借入金 
 
関係会社 
短期借入金 
 

－ 
 
 

85,884 
 
 

子会社 
 
 
 
 
 

ビッグロー
ブ株式会社 

東京都 
品川区 

2,630 インターネ
ットサービ
スの提供及
び関連事業 

所有 
直接100.0% 

資金の援助 
役員の兼任 

資金の貸付 
（注３） 
 
 
 
利息の受取 

40,413 
 
 
 
 

714 

関係会社 
長期貸付金 
 
関係会社 
短期貸付金 

－ 
 
 

98,308 

子会社 
 
 
 
 
 

KDDI Europe 
Limited 

London, 
U.K. 

 STG￡ 
42,512 
     千 

欧州におけ
る各種電気
通信サービ
ス 

所有 
直接95.8％ 

資金の援助 
役員の兼任 

資金の貸付 
（注３） 
 

 

利息の受取 

19,114 
 
 
 
 
2,543 

関係会社 
長期貸付金 
 
関係会社 
短期貸付金 

80,887 
 
 

19,556 

子会社 
 
 
 

auフィナン
シャルサー
ビス株式会
社 

東京都 
港区 
 

7,370 
 
 
 

クレジット
カード事
業、決済代
行事業 
 

所有 
間接100.0％ 

 
 

資金の援助 
役員の兼任 
 
 

決済代行業
の委託 

－ 
（注４） 

 
 

未収入金 136,210 
 

子会社 auペイメン
ト株式会社 

東京都 
港区 

496 電子マネー
の発行及び
販売、電子
決済サービ
スの提供 

所有 
間接100.0% 

役員の兼任 管理業務の
委託 

－ 
（注４） 

未収入金 110,634 

関連会
社 
 
 
 
 

UQコミュニ
ケーション
ズ株式会社 
 
 
 

東京都 
港区 
 
 
 

71,425 
 
 
 
 
 

電気通信事
業（WiMAX
サービス、
MVNO事業） 
 

 

所有 
直接32.3％ 

 
 
 
 

資金の援助 
役員の兼任 
 
 
 
 

資金の借入
（注３） 
 
 
 
利息の支払 

5,875 
 
 
 
 

1,138 

関係会社 
長期借入金 
 
関係会社 
短期借入金 

－ 
 
 

153,006 
 
 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１）自己株式の取得については2025年５月14日開催の取締役会に基づき、公開買付けの方法により 

     買付価格を当社普通株式１株につき2,307円で取得したものであります。 

 （注２）同社が法人主要株主に該当する期間の取引であります。 

 （注３）資金の貸付・借入については資金需要の性格に合わせて期間設定し、貸付利率は市場金利を勘案して貸

付・借入期間に対応する利率を合理的に決定しております。また、グループ内の効率的な資金運営を目

的として行っているため、担保の提供等は受けておりません。なお、資金の貸付・借入の取引金額は当

期首残高からの増減額を表示しております。 

 （注４）未収入金に関する取引についてはエンドユーザーの利用額であり、同社に対するものではないため、取

引金額は記載しておりません。 

 

（収益認識に関する注記） 

１．収益の分解 

 連結計算書類における「収益の分解」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。 

    

２．収益を理解するための基礎となる情報 

    収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）４.収益の計上基準」に記載

のとおりです。 

 

３．当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

連結計算書類における「当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報」に同一の内容

を記載しているため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 974円40銭 

２．１株当たり当期純利益 153円45銭 

 (注)１株当たり情報の算定において、役員報酬BIP信託（以下、信託）が所有する当社株式を自己株式として 

   処理していることから、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。 

   当事業年度において信託が所有する期末自己株式数及び期中平均株式数は、1,495,908株、1,560,840株で 

   あります。 

 

 

（重要な後発事象） 

    自己株式の消却について 

 当社は、2026年５月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを

決議しました。詳細は以下のとおりであります。 

（１）消却する株式の種類：当社普通株式 

（２）消却する株式の数 ：180,396,507株 

   （消却前の発行済株式総数に対する割合4.31%） 

（３）消 却 日：2026年５月29日 

   （参考）本消却により、当社の保有する自己株式数は発行済株式総数の5.00%になります。 

     消却後の発行済株式総数 4,007,450,967株 

     消却後の自己株式数 200,372,549株 ※ 

     ※役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式1,495,908株を含めて記載しております。 

     ※2026年４月１日以降に発生した、単元未満株式の買取・買増請求等を除いて記載しております。 

 

自己株式の公開買付け及び市場買付けについて 

 当社は、2026年５月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開

買付け（以下「本公開買付け」）を行うことを決議いたしました。 

 

（１）買付け等の目的 

 当社は、2025年11月17日に、トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」）より、2025年11月27日に、京セラ

株式会社（以下「京セラ」）より、その所有する当社普通株式の一部について、売却する意向がある旨の連絡を受

けました。検討の結果として、当社は、京セラ及びトヨタ自動車の所有株式数に鑑み、更なる株主還元の強化とし

ての自己株式の取得を行い、そのうち、京セラから53,763,400株、トヨタ自動車から53,763,400株の自己株式を取

得することが適切であると考えるに至りました。 

 また、本公開買付けにおける買付け予定数については、京セラ及びトヨタ自動車の応募意向株式数の合計である

107,526,800株を上限としております。 

 

 以上を踏まえ、当社は、2026年５月12日開催の取締役会において、自己株式の取得及びその具体的な取得方法と

して本公開買付けを実施すること並びに2026年５月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得における取得

価額の総額（3,000億円）から、本公開買付けに基づいて取得された当社普通株式の取得価額の総額を控除した額

の取得価額の総額の範囲内で、市場買付けを実施することを決議いたしました。 

 

（２）自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

①取 得 す る 株 式 の 種 類：当社普通株式 

②取 得 す る 株 式 の 総 数：146,000,000株（上限） 

③取 得 価 額 の 総 額：3,000億円（上限） 

④取 得 す る 期 間：2026年５月13日から2027年１月31日 

 

（３）自己株式の公開買付けの概要 

①買付け予定の株式の種類 ：当社普通株式 

②買付け予定数      ：107,526,800株（上限） 

③買付け等の価格     ：普通株式１株につき2,325円 

④株式の取得価額の総額  ：2,500億円（上限） 
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⑤買付け期間       ：2026年５月13日から2026年６月９日 

⑥買付け開始公告日    ：2026年５月13日 

⑦決済の開始日      ：2026年７月１日 

 

（４）自己株式の市場買付けの概要 

①買付け予定の株式の種類 ：当社普通株式 

②株式の取得価額の総額  ：3,000億円から本公開買付けによる取得額を控除した額（上限） 

③買付け期間       ：2026年７月２日から2027年１月31日 

 

 

（連結配当規制適用会社に関する注記） 

 当社は、連結配当規制の適用会社であります。 

 

 

（注）記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。 
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４.役務別固定資産帰属明細表 
 

 

 

注記事項 

 1. 役務別固定資産帰属明細表の作成基準 

本役務別固定資産帰属明細表は、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23 年３月 31 日 総務省令第 24 号）に基づいて 

作成しております。 

 

 2. 電気通信役務に関連する固定資産の配賦基準 

電気通信役務に関連する固定資産の配賦基準については、第二種指定電気通信設備接続会計規則及び同規則第 9 条の規定により 

総務大臣に提出する配賦整理書に準拠して、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しております。 

事業者名 ＫＤＤＩ株式会社 
事業年度 自 2025年４月 １日 

          至 2026年３月 31日 

                    （単位  百万円） 

役務の種類 

移動電気通信役務 移動電気通

信役務以外

の電気通信

役務 

合計 
音声伝送役務 データ伝送役務 

小計 
携帯電話 その他 小計 

携帯電話・

ＢＷＡ 
その他 小計 

電気通信事業固定資産                   

  有形固定資産                   

    

機械設備 

取得価額 99,116 - 99,116 1,780,110 - 1,780,110 1,879,226 826,311 2,705,537 

    減価償却累計額 87,926 - 87,926 1,465,823 - 1,465,823 1,553,749 705,311 2,259,059 

    帳簿価額 11,190 - 11,190 314,287 - 314,287 325,478 121,000 446,477 

    

空中線設備 

取得価額 147,695 - 147,695 825,650 - 825,650 973,345 3,911 977,256 

    減価償却累計額 101,264 - 101,264 622,944 - 622,944 724,208 3,732 727,940 

    帳簿価額 46,431 - 46,431 202,706 - 202,706 249,137 180 249,316 

    

端末設備 

取得価額 21 - 21 222 - 222 242 7,862 8,105 

    減価償却累計額 20 - 20 212 - 212 231 6,753 6,985 

    帳簿価額 1 - 1 10 - 10 11 1,109 1,120 

    

市内線路設備 

取得価額 1 - 1 18 - 18 19 241,105 241,124 

    減価償却累計額 1 - 1 18 - 18 18 208,309 208,327 

    帳簿価額 0 - 0 1 - 1 1 32,796 32,797 

    

市外線路設備 

取得価額 2,259 - 2,259 3,652 - 3,652 5,911 88,584 94,495 

    減価償却累計額 2,009 - 2,009 3,231 - 3,231 5,241 85,295 90,536 

    帳簿価額 250 - 250 420 - 420 670 3,289 3,959 

    

土木設備 

取得価額 4,036 - 4,036 6,212 - 6,212 10,247 59,046 69,293 

    減価償却累計額 3,516 - 3,516 5,412 - 5,412 8,929 46,179 55,108 

    帳簿価額 519 - 519 799 - 799 1,318 12,867 14,185 

    

海底線設備 

取得価額 - - - - - - - 43,370 43,370 

    減価償却累計額 - - - - - - - 40,738 40,738 

    帳簿価額 - - - - - - - 2,632 2,632 

    

建物 

取得価額 21,619 - 21,619 222,941 - 222,941 244,560 203,758 448,318 

    減価償却累計額 14,269 - 14,269 157,697 - 157,697 171,965 124,212 296,178 

    帳簿価額 7,351 - 7,351 65,244 - 65,244 72,595 79,545 152,140 

    

構築物 

取得価額 7,369 - 7,369 76,160 - 76,160 83,529 12,170 95,699 

    減価償却累計額 6,007 - 6,007 64,071 - 64,071 70,078 8,942 79,020 

    帳簿価額 1,362 - 1,362 12,090 - 12,090 13,452 3,228 16,679 

    

機械及び装置 

取得価額 124 - 124 1,287 - 1,287 1,411 1,342 2,754 

    減価償却累計額 94 - 94 1,022 - 1,022 1,116 1,312 2,428 

    帳簿価額 30 - 30 265 - 265 295 31 326 

    

車両及び船舶 

取得価額 283 - 283 2,923 - 2,923 3,205 141 3,346 

    減価償却累計額 270 - 270 2,808 - 2,808 3,078 94 3,171 

    帳簿価額 13 - 13 115 - 115 128 47 175 

    
工具、器具 

及び備品 

取得価額 13,544 - 13,544 56,589 - 56,589 70,133 30,765 100,898 

    減価償却累計額 10,425 - 10,425 44,121 - 44,121 54,546 24,522 79,067 

    帳簿価額 3,119 - 3,119 12,468 - 12,468 15,587 6,243 21,831 

    

土地 

取得価額 16,513 - 16,513 170,658 - 170,658 187,170 82,413 269,583 

    減価償却累計額 - - - - - - - - - 

    帳簿価額 16,513 - 16,513 170,658 - 170,658 187,170 82,413 269,583 

    

建設仮勘定 

取得価額 46,867 - 46,867 305,549 - 305,549 352,416 22,843 375,259 

    減価償却累計額 - - - - - - - - - 

    帳簿価額 46,867 - 46,867 305,549 - 305,549 352,416 22,843 375,259 

  

有形固定資産合計 

取得価額 359,446 - 359,446 3,451,971 - 3,451,971 3,811,416 1,623,620 5,435,037 

  減価償却累計額 225,800 - 225,800 2,367,358 - 2,367,358 2,593,159 1,255,398 3,848,557 

  帳簿価額 133,645 - 133,645 1,084,612 - 1,084,612 1,218,258 368,222 1,586,480 

  無形固定資産合計 帳簿価額 98,557 - 98,557 212,076 - 212,076 310,633 41,955 352,588 

電気通信事業固定資産合計 232,203 - 232,203 1,296,688 - 1,296,688 1,528,891 410,177 1,939,068 
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５.移動電気通信役務収支表 
事業者名 ＫＤＤＩ株式会社 

事業年度 自 2025年４月 １日 

         至 2026年３月 31日 

                                                                                                                        （単位 百万円） 

 役務の種類 営業収益 営業費用 

                    

営業利益 摘要 
営業費 運用費 

施設      

保全費 
共通費 管理費 

試験   

研究費 

減価    

償却費 

固定資産 

除却費 

通信設備 

使用料 

租税 

公課 

移

動

電

気

通

信

役

務 

音声伝送役務 

（携帯電話）  

590,783 363,486 177,667 - 32,441 631 31,496 5,430 54,141 1,325 51,749 8,607 227,297 
 

データ伝送役務 

（携帯電話・

BWA） 

1,321,607 964,976 196,689 - 212,670 1,159 58,191 12,815 240,399 6,536 206,280 30,237 356,631 
 

小計 
1,912,391 1,328,462 374,356 - 245,111 1,789 89,686 18,245 294,540 7,861 258,029 38,845 583,928 

 

移動電気通信役務   

以外の電気通信役務 
493,943 374,300 89,584 9 75,950 181 8,562 5,979 68,953 3,719 114,636 6,728 119,643 

 

合計 
2,406,334 1,702,763 463,939 9 321,061 1,970 98,248 24,224 363,493 11,580 372,665 45,573 703,571 

 

 

注記事項 

1. 移動電気通信役務収支表の作成基準 

本移動電気通信役務収支表は、第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23年３月 31日 総務省令第 24号）に基づいて作成しております。 

 

2. 電気通信役務に関連する費用及び収益の配賦基準 

電気通信役務に関連する費用及び収益の配賦基準については、第二種指定電気通信設備接続会計規則及び同規則第 9条の規定により総務大臣に

提出する配賦整理書に準拠して、第二種指定電気通信設備接続会計規則第 8条において準用する電気通信事業会計規則第 15条に基づく別表第三に

掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しております。 
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１ 配賦整理書の紹介及び入手方法 
（１）配賦整理書 

当社では、役務別固定資産帰属明細及び移動電気通信役務収支表を作成する際に準拠した費用及び収

益の配賦の基準及び手順を 

記載した書類「配賦整理書」を作成し、一般に頒布しております。 
（２）入手方法 

当社ホームページの接続会計報告書等より入手できます。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/accounting/ 

 

２ 第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関して取得  

すべき金額の、原価及び利潤の算定上の重要な変更に伴う影響額 
該当事項はありません。 

 

３ 特に重要な費用の配賦基準の説明 
   該当事項はありません。 

 

４ 用語解説 
 第二種指定電気通信設備 

  第二種指定電気通信設備は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通

信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備

を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続

される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令（電気通信事業法施行規則第 23 条の９の２第

２項）で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電

気通信設備であって、総務省令（施行規則第 23条の９の２第３項）で規定し、告示（「電気通信事業法第 34

条第１項及び電気通信事業法施行規則第 23 条の９の２第１項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気

通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件」（令和元年総務省告示第 181号））

で指定された次の電気通信設備。 

１ 電気通信事業法施行規則第 23 条の９の２第３項第１号の交換設備（ルータにあっては、ルータを設置す

る電気通信事業者が提供するインターネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット

接続サービスに用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものを除く。） 

２ 電気通信事業法施行規則第 23条の９の２第３項第１号ロの交換設備相互間に設置される伝送路設備 

３ 電気通信事業法施行規則第 23条の９の２第３項第２号の伝送路設備 

４ 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 

５ 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 

６ 他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備（第

２号から前号までに掲げるものを除く。） 

役務の種類 

二種接続会計規則別表第二 役務別固定資産帰属明細表及び別表三 移動電気通信役務収支表にて区分さ

れている次の役務の種類 

・ 携帯電話（移動電気通信役務のうち音声伝送役務の中のひとつの役務） 

・ データ伝送役務（移動電気通信役務のうち音声伝送役務以外の役務） 

・ 移動電気通信役務以外の電気通信役務 

直課 

  役務の種類に収益及び費用、固定資産取得価格及び帳簿価額を直接に帰属させること。 

配賦 

  収益及び費用との直接の因果性を見出すことが困難なものについて、直課の方法によらず、固定資産価額

比等を直接用いて、役務の種類等へ収益及び費用、固定資産取得価格及び帳簿価額を帰属させること。 

 

５ その他 
  当社は、二種接続会計規則別表第二 役務別固定資産帰属明細表及び別表第三 移動電気通信役務収支表

にて区分されている次の役務については、提供していないことから、当該欄を省略して作成しております。 

・ その他（移動電気通信役務のうち音声伝送役務の中のひとつの役務） 

・ その他（移動電気通信役務のうちデータ伝送役務の中のひとつの役務） 


